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標準様式第２号（第８条関係） 

 

簡易公募型プロポーザル方式による提案書募集に関する公表 

 

 次のとおり提案書を募集します。 

 

  令和６年４月１９日 

                          足立区長 近藤 やよい 

１ 業務概要 

（1）業務名 

   あだちワンダフルＣＭグランプリ企画・運営支援業務委託 

（2）業務目的 

   「あだちワンダフルＣＭグランプリ」（以下、「あだワン」という。）の機運醸成のためエンターテ

イメント性に優れた企画及び円滑な運営並びに公式ウェブサイトの構築・保守を行い安定的な運用

等を行う。 

（3）業務内容 

   ア 企画及び支援 

「足立区の魅力が区内外に広く伝わるオリジナル映像作品」の事業目的に則し、応募者が増える

魅力ある企画を行い、事業周知や応募作品の内容確認作業等で区のサポートを行う。 

  イ 作品募集ＣＭ動画の制作 

    あだワンの応募者が増えるよう、応募意欲が出るようなあだワンの作品募集ＣＭ（以下、「募集

ＣＭ」という。）３０秒又は４５秒の募集ＣＭを制作。 

  ウ 映像制作ワークショップ運営・管理 

応募者の増加につながりかつ映像の質が上がるための映像制作に関する大人向けワークショッ

プ及び子どもが映像に興味を持つことができる映像制作に関する子ども向けワークショップをそ

れぞれ計画し、専門的な講師を派遣して各１回以上実施。なお、ワークショップの内容は、受講者

の映像制作の経験有無に関わらず理解できるものとすること。 

エ 審査委員会 

    応募作品一覧を作成し、審査委員会に出席。また、審査委員会では、応募作品を投映するＰＣ操

作の実施。 

オ 受賞作品用ロール動画 

    受託者は、受賞作品用の６秒程度の受賞作品用ロール動画の制作。 

カ 表彰式 

３０秒程度の表彰式のオープニング動画の制作。表彰式に参加し、表彰式内の進行にあわせ投映

ＰＣの操作及び会場の技師との調整。 

キ あだワン公式ウェブサイト運営・管理 

（ア）「あだワン」及び「あだちワンダフルＣＭグランプリ」等の検索ワードで検索した際に表示され

るよう、ＳＥＯ対策を講じたウェブサイトの構築。 

（イ）サーバは、受託者が調達する国内データセンター（国内リージョン含む）のクラウドサーバを

使用。 

（ウ）ウェブサイトを搭載するサーバは、次の条件または同等のセキュリティ対策を講じているデー

タセンターを利用すること。 

① サーバが災害・事故等による被害を回避できる安全性の高い場所に設置 

② 監視カメラ等による入退出管理体制がある場所に設置 

③ 映像投稿に対応可能な大容量のサーバ 

④ 暗号化通信ができる独自ＳＳＬが利用可能 

⑤ 運用実績が８年以上 

⑥ 契約期間内は２４時間の運営体制 

（エ）ウェブサイトの構成及びデザイン 

ウェブサイトの構築の際は、作業工程毎に成果物のレビューを行い、委託者及び受託者双方で

完了合意を図ること。 

（オ）ユニバーサルデザイン及びアクセシビリティ 

ウェブサイトは、高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるように、ウェブアクセ
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シビリティに配慮して構築すること。 

（カ）ユーザービリティ及びインターフェース・デザイン 

利用者にとっての操作性や使い勝手を重視し、パソコン及びインターネットに対する習熟度

を問わず、誰でも簡単かつ気軽に利用できるデザインとする。 

（キ）ウェブサイトの運営・管理 

① 作品募集に関する概要及び当該開催回数前までの受賞作品などの掲載 

② 募集要項や副賞等の情報などを掲載 

③ 委託者が提供する全ての応募作品の情報を掲載、動画コンテンツ（YouTube）へのリンク。

なお、YouTubeへのリンク時の動画は、埋め込みの状態にし、サムネイルを表示 

④  その他、あだワン事業の進捗に応じて情報を適時掲載 

（ク）更新回数 

     軽微なものを含み５０回程度 

  （ケ）ウェブサイトの運用・保守 

     ① ウェブサイトの稼動時間は、原則 24時間。契約期間中のシステム稼働率は 99.9%を目標 

② 保守対応時間は、土曜日・日曜日・祝日および、年末年始 (１２月２９日から１月３日ま

で) を除く、平日８時から１８時までを基本とし、緊急時には、これにかかわらず対応でき

る体制の構築 

③  専用窓口を設け、土曜日・日曜日・祝日を除き９時から１７時まで、メールまたは電話で

問い合わせ対応 

④  予期せぬシステム障害であっても速やかに対応し、システム復旧は業務への影響を最小

限にとどめること 

⑤  ウェブサイトの停止をともなうメンテナンスや改修作業を実施する場合は、委託者と事

前調整のうえで実施 

⑥ ソフトウェアのバージョン（リビジョン）アップに必要な費用は本契約に含む 

（3）履行期限 

     契約確定日から令和７年３月３１日まで 

 

２ 提案限度価格等 

（1）提案限度価格 

     ４，９９７，３００円（消費税込） 

（2）最低制限価格 

     なし 

（3）業務実施上の条件 

 映像に専門的な講師 

（4）成果品 

ア 募集ＣＭ動画 

イ 受賞作品用ロール動画及び表彰式のオープニング動画 

※ ア・イいずれも、ＭＰ４（h.246）データを電磁的記録媒体で納品 

ウ 区が求めた場合は、サイトを構成するファイル（ｈｔｍｌファイル、画像ファイル等）一式を電

磁的記録媒体で納品 

 

３ 資格要件及び評価基準 

（1）提案書の提出者に要求される資格要件 

ア 当該業務における足立区での競争入札参加資格を有していること。なお、足立区での競争入札

参加資格を有しない者は、以下に掲げる書類を提出すること。 

ａ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本、発行後３か月以内のもの。参加者が法人の場合に限る。）

ｂ 営業所表（標準様式第５号） 

ｃ 委任状（標準様式第６号。対象業務において代理人を置く場合に限る。） 

ｄ 身分証明書及び登記されていないことの証明書（成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後

見契約の本人とする記録がないことの証明書で、発行後３か月以内のもの。参加者が個人の場合

に限る。） 

ｅ 住民票の写し（発行後３か月以内のもの。参加者が個人の場合に限る。） 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第
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１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 

ウ 公表日以後に足立区競争入札参加停止及び指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けている期

間がないこと。 

エ 国若しくは他の自治体から入札参加停止及び指名停止の措置を受けていないこと。 

オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法または日本国憲法の下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体に属する者が実質的に経営に関与し、または当該者を

相当の責任のある地位にある者として使用している者でないこと。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する団体および警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者またはこれに準ずる者

として、区長に対し、区発注の契約について排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ

と。 

キ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に定める

無差別大量殺人行為を行った団体またはこれら団体の支配若しくは影響の下に活動しているもの

と認められる団体に属する者が実質的に経営に関与している者または当該者を相当の責任のある

地位にある者として使用している者でないこと。 

ク 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと。 

ケ 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

コ 提出する書類の記載事項が虚偽でないこと。 

（2）提案書の提出者が、契約締結までの間に上記（１）の資格要件を有しなくなった場合は、その時点

で失格とする。また、提出された書類に虚偽があった場合についても、同様とする。 

（3）提案書を特定するための評価基準と特定方法 

ア 提案書を特定するための評価基準 

   評価項目 評価の視点 配分 指   標 

提
案
書
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
評
価 

業務の理解度 当該業務の理解度は十分か １０％ 
業務実施方針や
内容の的確 

提案内容の的確
性 

企画及び支援方法等は具体的かつ実現性
があるか 

 ２０％ 
内容の適格性や
具体性・実現性 

作成する動画は事業の趣旨に沿った提案
となっているか 

１５％ 
動画のコンセプ
トや企画 

ワークショップの内容は、妥当かつ実現性
があるか。また、派遣する講師は具体的か。 

２０％ 
内容の適格性や
具体性・実現性 

ウェブサイトのデザインや構造や機能、運
用・管理内容及びセキュリティは妥当か 

１０％ 
手法やセキュリ
ティの妥当性 

推進体制 
スケジュールは妥当であり、業務の実施体
制は十分か 

１０％ 
業務の実施体制
及び業務スケジ
ュール等 

業務の遂行能力 
類似の業務実績や映像制作の業務実績が
あり、円滑な業務の遂行が見込めるか 

１０％ 

業務実績 

（提案書及び技
術資料） 

コストパフォー
マンス 

本業務にかかるコストと提案との適正性、
整合性があるか 

５％ 
参考見積書及び
提案内容 

合  計 １００％  

加
点 

業者及び業務の条件  合計点に以下を加点（％） 

区内に本店があり、対象業務が区内である ５％ 

区内に本店があり、対象業務が区外である ４％ 

区内に支店があり、対象業務が区内である ３％ 

区内に支店があり、対象業務が区外である ２％ 

イ 提案書特定方法 
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（ア）「プロポーザル選定会議」において、提出された提案書、参考見積価格及びヒアリング（プ

レゼンテーション）により評価を行う。 

（イ）合計点が第１位の提案書の提出者を特定事業者（以下「被特定者」という。）とする。同点

の場合は、席次投票により上位者を決定する。また、順位が第２位の者を次点とし、被特定者

が何らかの理由で契約に至らなかった場合は、次点者を繰り上げる。 

（ウ）合計点が６割を達する提案者がいない場合は、被特定者の決定を行わない。その際は、再度

提案の募集を行う場合がある。 

ウ ヒアリングについて 

   提案書特定の際に実施するヒアリング（プレゼンテーション）については以下のとおりとする 

（ア）参加人数は最大３名までとし、説明者は当該事業を進めるにあたっての責任者とする。 

（イ）ヒアリングの時間は、提案事業者１組あたりプレゼンテーション時間２０分、質疑応答１０分

を予定している（参加者の数により時間を変更する）。 

（ウ）ヒアリングの詳細については、参加表明書及び提案書提出後に通知する。 

（エ）ヒアリングに際し、資料投映をした説明を行う場合は、提案書と併せて投映用のＰＤＦのデー

タを提出すること。 

  ａ 投映資料は、１６：９で作成すること。 

  ｂ 提出期限後のデータの差し替え及び追加資料は認めない。 

 ｃ 提出した投映データ以外は、ヒアリング時に投映することを認めない。 

 ｄ 投映資料の内容は、提案書の内容を逸脱しないこと。 

 ｅ 投映資料は、提案者が特定される情報（会社名等）や個人情報等を記載しないこと。 

 ｆ 投影資料のページ数は、制限しないものとする。 

 

４ 手続き等 

（1）担当課 

〒120-8510 足立区中央本町１－１７－１ 足立区役所南館９階 

政策経営部報道広報課デジタル情報・広告係 

電話 ０３－３８８０－５５１４（直通） 担当：中村・中田・中辻 

（2）説明書の交付期間、場所及び方法 

① 交付期間 令和６年４月１９日から令和６年５月１６日まで 

② 交付時間  午前９時から午後５時まで 

③ 交付場所 ４（1）に同じ 

④ 交付方法 希望者に直接交付する。 

（3）参加表明書及び提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

① 提出期限 令和６年５月１７日午後５時まで 

② 提出場所 ４（1）に同じ 

③ 提出方法 持参すること。 

 

５ その他 

（1）提出期限までに参加表明書を提出しない者は、提案書を提出することができない。 

（2）参加表明書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

（3）参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び提案書を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 

（4）提出された参加表明書は返却しない。 

（5）特定されなかった場合に、提案書の返却を希望する者は、その旨を提案書提出の際に申し出

るものとする。返却を希望する申出がない場合は、返却要請の意志がないものとみなす。なお、

提出された参加表明書及び提案書は、提出者に無断で使用しない。 

（6）提出期限以降における参加表明書及び提案書の差換え及び再提出は認めない。 

(7) 被特定者が失格し、又は正当な理由がなく契約締結を辞退したことにより区に損害を与えた場合

には、損害賠償を請求する場合がある。 

(8) 被特定者が正当な理由がなく契約締結を辞退した場合は、区長はプロポーザル参加資格を停止す

る措置を行うことがある。あわせて、指名停止措置を行うことがある。 

(9) 区が当該事業を翌年度も予算化した場合かつ実施後の評価検証で優れていると判断した際には、

最大２回を限度に次年度も契約することができる。ただし、上記の場合であっても、社会情勢等の
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理由により翌年度の事業を実施しないときは、契約はしないものとする。なお、次年度の契約金は、

初年度と同額とは限らず、減額する場合がある。 

 

６ スケジュール（予定） 

項目 日程 

説明書の交付 
令和６年４月１９日（金）から 

令和６年５月１６日（木）午後５時まで 

説明書に関する質問期限 令和６年５月２日（木）午後５時まで 

参加表明書及び提案書の提出期限 令和６年５月１７日（金）午後５時まで 

 


